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■
こ
れ
ま
で
の
経
緯 放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
一
括
運
営
業
務
委
託
に

つ
い
て
は
、
「
富
士
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
基

本
方
針
」
に
基
づ
き
、
一
般
社
団
法
人
コ
ド
モ
ノ
プ

ラ
ス
（
以
下
「
コ
ド
モ
ノ
プ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）
を

受
託
者
と
し
て
、
三
年
目
と
な
る
本
年
度
は
、
十
五

小
学
校
区
に
お
い
て
運
営
を
実
施
し
て
い
ま
す
。  

こ
う
し
た
中
、
本
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
富
士
市

議
会
福
祉
保
健
委
員
会
に
お
い
て
、
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
の
在
り
方
等
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て
審
査

が
な
さ
れ
、
次
の
と
お
り
要
望
が
付
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
要
望
に
対
し
て
、
実
現
可
能
性
及
び
実
務
上
の
課
題
等
を
検
討
し

た
上
で
、
本
年
八
月
に
開
催
さ
れ
た
富
士
市
議
会
福
祉
保
健
委
員
会
に
お

い
て
、
次
の
と
お
り
市
当
局
か
ら
対
応
策
を
提
示
し
ま
し
た
。  

■
ま
だ
移
行
し
て
い
な
い
児
童
ク
ラ
ブ
対
象 「

富
士
市
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
基
本
方
針
」
で
は
、
一
法
人
に
よ

る
一
括
運
営
を
想
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
委
託
先
法
人
に
お
け
る
予
期
せ

ぬ
運
営
不
履
行
な
ど
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
危
機
管
理
の
観
点
に

よ
り
、
複
数
者
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。 

児
童
ク
ラ
ブ
の
委
託
先
の
複
数
選
択
制
に
つ

い
て
は
、
陳
情
者
の
要
望
の
と
お
り
、
委
託
法
人

間
の
切
磋
琢
磨
の
観
点
、
ま
た
危
機
管
理
の
面
か

ら
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
、
こ
れ
ま
で

の
、
１
つ
の
事
業
者
へ
の
一
括
運
営
委
託
の
方
針

を
転
換
し
、
委
託
先
を
複
数
者
と
し
、
委
託
先
を

選
択
で
き
る
制
度
設
計
を
要
望
す
る
。 な

お
、
そ
の
開
始
時
期
に
つ
い
て
は
、
令
和
５

年
度
当
初
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、
公
募
や

契
約
の
手
続
上
の
時
間
的
制
約
が
あ
る
こ
と
は

考
慮
す
る
が
、
可
及
的
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と

を
求
め
る
。  

ま
た
、
既
に
現
委
託
先
法
人
に
移
行
し
て
い
る

児
童
ク
ラ
ブ
の
、
他
の
委
託
先
の
選
択
に
つ
い
て は

、
先
ほ
ど
求
め
た
複
数
者
選
択
制
へ
の
切
替
え

の
中
で
、
十
分
に
検
討
す
る
よ
う
要
望
を
付
す
。 
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①
令
和
五
年
度
当
初
か ら

複
数
者
制
を
導
入 し

ま
す
。 ②

運
営
委
員
会
が
令
和 五

年
度
及
び
令
和
六 年

度
に
一
括
運
営
に 移

行
す
る
場
合
は
、 コ

ド
モ
ノ
プ
ラ
ス
又 は

コ
ド
モ
ノ
プ
ラ
ス 以

外
の
市
が
選
定
し た

事
業
者
に
よ
る
運 営

を
選
択
で
き
る
も の

と
し
ま
す
。 ③

令
和
七
年
度
か
ら は

、
全
て
の
小
学
校 区

に
お
い
て
複
数
者 に

よ
る
一
括
運
営
を 開

始
し
ま
す
。 

■
既
に
移
行
し
た
児
童
ク
ラ
ブ
対
象 既

に
一
括
運
営 に

参
画
し
て
い
る 児

童
ク
ラ
ブ
で
あ っ

て
も
、
旧
運
営 委

員
会
等
（
旧
運 営

委
員
会
に
代
わ り

地
区
と
児
童
ク ラ

ブ
と
の
連
携
を
図
る こ

と
を
目
的
と
し
て
設 置

さ
れ
た
組
織
等
を
含 む

。
）
を
中
心
と
し
た 運

営
母
体
が
存
在
す
る 場

合
は
、
令
和
六
年
度 末

ま
で
個
別
の
地
区
に よ

る
運
営
を
可
能
と
し ま

す
。 こ

れ
に
よ
り
、
コ
ド モ

ノ
プ
ラ
ス
に
よ
る 一

括
運
営
が
行
わ
れ
て い

る
児
童
ク
ラ
ブ
で
あ っ

て
も
、
地
区
に
よ
る 運

営
を
再
度
行
う
こ
と で

、
一
括
運
営
事
業
者 を

選
択
す
る
こ
と
が
可 能

と
な
り
ま
す
。 
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■
今
後
の
予
定 こ

れ
ま
で
の
経
緯
や
今
後 の

対
応
に
つ
い
て
説
明
す
る た

め
、
ま
だ
移
行
し
て
い
な い

児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
運
営
委
員
会
会
長
な
ど
を

対
象
に
し
た
説
明
会
を
本
年
八
月
下
旬
頃
に
開
催
す
る
予

定
で
す
。 ま

た
、
既
に
移
行
し
た
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
も
、
旧

運
営
委
員
会
会
長
な
ど
を
対
象
に
し
た
説
明
会
を
本
年
九

月
上
旬
頃
に
開
催
す
る
予
定
で
す
。 


